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Ⅰ 認証評価結果 

 

明治大学大学院法務研究科法務専攻は、大学評価・学位授与機構が定める法科大学院評価

基準に適合している。 

 

 当該法科大学院の主な優れた点として、次のことが挙げられる。 

○ 身体に障害のある学生に対する修学のための措置として、全館バリアフリーになっている。 

○ 教育上主要な科目については、原則として専任教員が担当するものとしつつ、研究専念期間を確保す

る制度が実現している。 

○ 自習室については、学生総数と同数以上の自習机が整備され、十分なスペースが確保されている。 

○ 自習机からパソコンを使用して大学全体の蔵書を検索することが可能であるほか、自習室と中央図書

館及びローライブラリーの距離が近いことなど、自習室と中央図書館及びローライブラリーとの有機的

連携が確保されている。 
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Ⅱ 章ごとの評価 

 

第１章 教育目的 

 

１ 評価 

 第１章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

１－１－１ 各法科大学院においては、その創意をもって、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力並びに

法律実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育が体系的に実施され、その上で厳格な成績評価

及び修了認定が行われていること。 

 本法科大学院においては、法曹としての実務に必要な学識を修得させるものとして法律基本科目、法律

実務の基礎的素養を涵養するものとして法律実務基礎科目、基礎法学に関する分野又は法学に関連する分

野のものとして基礎法学・隣接科目及び応用的先端的な法領域に関するもの、その他の実定法に関する多

様な分野のものとして展開・先端科目が配置されるとともに、少人数による双方向的又は多方向的で密度

の高い授業を行うものとされ、理論的かつ実践的な教育が体系的に実施されている。 

 成績評価は、成績評価基準の設定と学生への周知、採点基準の設定、成績分布の公表、進級制の採用な

どの設計のもと厳格に行われ、修了認定も、厳格な成績評価の蓄積を通して行われている。 

 

１－１－２ 各法科大学院の教育の理念、目的が明確に示されており、その内容が基準１－１－１に適合していること。各

法科大学院の養成しようとする法曹像に適った教育が実施され、成果を上げていること。 

 本法科大学院の目的は、「法曹としてふさわしい豊かな人間性と高い倫理観及び創造的な思考力を涵養す

るとともに、幅広い教養と専門的な法知識を教授し、並びに法的諸問題を解決するための能力向上に必要

な実践的教育を施すことにより、社会的、国際的に活躍し得る優れた資質と能力を有する法曹を育成する

こと」として明確に示されている。また、養成する法曹像は、「①人権を尊重し『個』を大切にする法曹、

②批判的精神をもって社会秩序を探求し、人類発展に貢献する法曹、③男女共同参画社会の形成に貢献す

る法曹、④専門分野に強い法曹、⑤アジア諸国において活躍する法曹」として明確に示され、その内容は

法曹養成のための中核的機関としての法科大学院にふさわしいものになっている。 

 本法科大学院においては、養成しようとする法曹像に適った教育を実施するため、理論的教育と実務的

教育との架橋、少人数教育による双方向的又は多方向的授業の実施、企業法務、知的財産、ジェンダー、

環境、医事生命倫理の５分野を重視した重点的な科目配置、５分野に対応した履修モデルの提示、「専門法

曹養成研究教育センター」の付置などが行われている。 

 

以上の内容を総合し、「第１章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 優れた点及び改善を要する点等 

 特になし。 
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３ 第１章全体の状況 

 当該章の基準のすべてを満たしており、かつ、法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らし、

総合的に判断して、相応な状況である。 
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第２章 教育内容 

 

１ 評価 

 第２章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

２－１－１ 教育課程が、理論的教育と実務的教育の架橋に留意しつつ、法曹としての実務に必要な専門的な法知識、思

考力、分析力、表現力等を修得させるとともに、豊かな人間性並びに法曹としての責任感及び倫理観を涵養す

るよう適切に編成されていること。 

 本法科大学院は、司法試験及び司法修習と有機的に連携された「プロセス」としての法曹養成のための

中核的位置を占めるものであり、その教育課程は、学部での法学教育との関係を明確にした上で、法曹養

成に特化した専門職大学院にふさわしい内容・方法で理論的教育と実務的教育の架橋が段階的かつ完結的

に行われるよう編成されている。すなわち、本法科大学院の目的を効果的に実現するために、１年次・２

年次において、法律知識の体系的理解とその論理的展開を中心にした理論的教育を行い、それを基礎とし

て２年次・３年次において、法律実務につなげる一方で、法律実務の観点から法理論を捉え、法理論的教

育に反映するという連携教育の重要性にかんがみ、法曹三者が法律実務基礎科目を担当することなどによ

り、法曹としての実務に必要な法知識、思考力、分析力、表現力等を修得させるとともに、豊かな人間性

並びに法曹としての責任感及び倫理観を涵養するよう編成されている。 

 

２－１－２ 次の各号に掲げる授業科目が開設されていること。 

      （１）法律基本科目 

（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。） 

      （２）法律実務基礎科目 

（法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。） 

      （３）基礎法学・隣接科目 

（基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。） 

      （４）展開・先端科目 

（応用的先端的な法領域に関する科目、その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本科

目以外のものをいう。） 

 本法科大学院の教育課程においては、（１）法律基本科目、（２）法律実務基礎科目、（３）基礎法学・隣

接科目、（４）展開・先端科目の教育内容に係る授業科目がそれぞれ開設されている。 

 （１）法律基本科目としては、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法の分野に

係る授業科目が開設されており、将来の法曹としての実務に共通して必要とされる基本的な教育内容とな

っている。 

 ただし、展開・先端科目に配置されている授業科目「債権回収法Ⅰ」の教育内容が、実質的に法律基本

科目に当たる。 

 （２）法律実務基礎科目としては、法曹倫理、民事訴訟実務の基礎、刑事訴訟実務の基礎、法情報調査、

法文書作成、模擬裁判、ローヤリング及びエクスターンシップに係る授業科目が開設されており、実務の

経験を有する教員が関与するなど、法律基本科目等との連携のもとに、法律実務に携わることへの導入を
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行うにふさわしい教育内容となっている。 

 （３）基礎法学・隣接科目としては、授業科目「法哲学」、「法社会学」、「日本法史」、「比較法制度論Ⅰ

（アメリカ）」等が開設されており、社会に生起する様々な問題に関心をもたせ、人間や社会の在り方に関

する思索を深めることによって、法に対する理解の視野を拡げることに寄与する専門的な教育内容となっ

ている。 

 （４）展開・先端科目としては、具体の教育内容が法律基本科目の教育内容と部分的に重複している授

業科目があるものの、①知的財産分野に強い法曹、②社会における人間の権利擁護に向きあう法曹、③環

境法に強い法曹、④医事法に強い法曹、⑤国際法務に強いビジネス・ロイヤーの５つの履修モデルをもと

に、①知的財産分野に強い法曹との関連では授業科目「知的財産と法Ⅰ」、「知的財産と法Ⅱ」、「知的財産

と法Ⅲ」、「知的財産と法Ⅳ」、「独占禁止手続法」等、②社会における人間の権利擁護に向きあう法曹との

関連では授業科目「ジェンダーと法Ⅰ」、「ジェンダーと法Ⅱ」、「ジェンダーと法Ⅲ」、「ジェンダーと法Ⅳ」、

「労働法」、「消費者法」等、③環境法に強い法曹との関連では授業科目「環境と法Ⅰ」、「環境と法Ⅱ」、「環

境と法Ⅲ」、「環境と法Ⅳ」等、④医事法に強い法曹との関連では授業科目「医事・生命倫理と法Ⅰ」、「医

事・生命倫理と法Ⅱ」、「医事・生命倫理と法Ⅲ」、「医事・生命倫理と法Ⅳ」等、⑤国際法務に強いビジネ

ス・ロイヤーとの関連では授業科目「企業実務と法Ⅰ」、「企業実務と法Ⅱ」、「企業実務と法Ⅲ」、「企業実

務と法Ⅳ」、「金融取引法」、「国際取引法」等がそれぞれ開設されており、社会の多様な新しい法的ニーズ

に応え、応用的先端的な法領域について基礎的な理解を得させるために、幅広くかつ高度の専門的教育を

行うことによって、実務との融合をも図る教育内容となっている。 

 

２－１－３ 基準２－１－２の各号のすべてにわたって教育上の目的に応じて適当と認められる単位数以上の授業科目が

開設されているとともに、学生の授業科目の履修が同基準各号のいずれかに過度に偏ることがないように配慮

されていること。また、法科大学院の目的に照らして、必修科目、選択必修科目、選択科目等の分類が適切に

行われ、学生による段階的履修に資するよう各年次にわたって適切に配当されていること。 

 本法科大学院においては、教育上の目的に応じた授業科目が開設されているとともに、学生の授業科目

の履修が一部の科目に偏ることがないよう、必修科目、選択必修科目及び選択科目の分類が行われ、学生

による段階的履修に資するよう各年次にわたって配当されている。 

 法律基本科目については、必修科目及び選択科目からなり、その必修総単位数は、公法系科目10単位、

民事系科目30単位、刑事系科目12単位の合計52単位である。 

 法律実務基礎科目については、法曹としての責任感や倫理観を涵養するための教育内容として、独立し

た授業科目「法曹倫理」（２単位）が必修科目として開設され、また、他の授業科目の授業においてもこの

ことに留意した教育が行われている。要件事実及び事実認定に関する基礎的な教育を含む民事訴訟実務の

基礎として、授業科目「事実と証明Ⅰ（民事）」（２単位）が必修科目として開設され、事実認定に関する

基礎的な教育を含む刑事訴訟実務の基礎として、授業科目「事実と証明Ⅱ（刑事）」（２単位）が必修科目

として開設されている。法情報調査は、授業科目「法情報調査」又はガイダンスの中で適宜指導が行われ、

法文書作成は、必修科目である授業科目「事実と証明Ⅰ（民事）」及び「事実と証明Ⅱ（刑事）」の中で適

宜指導が行われている。また、模擬裁判は、授業科目「模擬裁判（民事）」及び「模擬裁判（刑事）」が開

設され、ローヤリング及びエクスターンシップは授業科目「法曹実務演習（エクスターンシップ・ローヤ

リング）」が開設されている。 

 基礎法学・隣接科目については、学生がそれぞれの関心に応じて効果的な履修を行うに足りる数の授業
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科目が開設され、そのうち４単位が選択必修とされている。 

 展開・先端科目については、養成しようとする法曹像に適った内容を有する十分な数の授業科目が開設

され、そのうち12単位が選択必修とされている。 

 

２－１－４ 各授業科目における、授業時間等の設定が、単位数との関係において、大学設置基準第２１条から第２３条

までの規定に照らして適切であること。 

本法科大学院の各授業科目における、授業時間等の設定は、単位数との関係において、大学設置基準第

21条（単位）、第22条（１年間の授業期間）及び第23条（各授業科目の授業期間）の規定に適合してい

る。 

 

以上の内容を総合し、「第２章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 優れた点及び改善を要する点等 

【改善を要する点】 

○ 展開・先端科目に配置されている授業科目「債権回収法Ⅰ」の実質的な教育内容が法律基本科目に当

たるため、法律基本科目に配置されるよう区分整理をする必要がある。 

○ 展開・先端科目に配置されている授業科目「債権回収法Ⅱ」について、教育内容が法律基本科目の内

容と部分的に重複しているため、展開・先端科目として開設されていることが一層明らかになるよう教

育内容の改善を図る必要がある。 

 

３ 第２章全体の状況 

 当該章の基準のすべてを満たしており、かつ、法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らし、

総合的に判断して、相応な状況である。 
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第３章 教育方法 

 

１ 評価 

 第３章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

３－１－１ 法科大学院においては、少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い教育が行われなければならないこ

とが基本であることにかんがみ、一の授業科目について同時に授業を行う学生数が、この観点から適切な規模

に維持されていること。 

 本法科大学院においては、少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い教育が行われなければなら

ないことが基本であることにかんがみ、一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、この観点に適

合する規模に維持されている。 

 なお、科目等履修生による本法科大学院の授業科目の履修は、行っていない。 

 

３－１－２ 法律基本科目について同時に授業を行う学生数は、50人を標準とすること。 

 本法科大学院においては、法律基本科目について同時に授業を行う学生数は、50人が標準とされている。 

 

３－２－１ 法科大学院における授業は、次に掲げるすべての基準を満たしていること。 

      （１）専門的な法知識を確実に修得させるとともに、批判的検討能力、創造的思考力、事実に即して具体的

        な問題を解決していくために必要な法的分析能力及び法的議論の能力その他の法曹として必要な能力を

        育成するために、授業科目の性質に応じた適切な方法がとられていること。 

      （２）１年間の授業の計画、各授業科目における授業の内容及び方法、成績評価の基準と方法があらかじめ

        学生に周知されていること。 

      （３）授業の効果を十分に上げられるよう、授業時間外における学習を充実させるための措置が講じられて

        いること。 

 本法科大学院における授業は、専門的な法知識を確実に修得させるとともに、批判的検討能力、創造的

思考力、事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な法的分析能力及び法的議論の能力その他

の法曹として必要な能力を育成するために、ふさわしい教材、具体的な事案、事件・記録を使用し、少人

数による双方向的又は多方向的な討論を行うなど、授業科目の性質に応じた授業方法がとられている。 

 授業については、法律基本科目における１年次配当の授業科目において、講義方式を主体としつつ、双

方向的な授業が実施され、２年次以降配当の授業科目において、演習形式を中心に課題別にケース・メソ

ッドやソクラテス・メソッドによる双方向的又は多方向的な討論を行う授業が実施されている。また、法

律基本科目以外の授業においても、密度の高い教育が行われている。 

 法律実務基礎科目の授業科目「法曹実務演習（エクスターンシップ・ローヤリング）」においては、参加

学生による関連法令の遵守の確保のほか、守秘義務等に関する指導監督が行われている。さらに、本法科

大学院の教員が研修先の実務指導者との間の連絡を踏まえて研修学生を指導監督し、かつ、単位認定等の

成績評価に責任をもつ体制がとられており、単位認定を受ける学生は、研修先から報酬を受け取っていな

い。 

 また、１年間の授業の計画、各授業科目における授業の内容及び方法、成績評価の基準と方法がシラバ
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スに記載されるとともにウェブサイトに掲載されており、あらかじめ学生に周知されている。 

 授業の効果を十分に上げられるよう、授業時間外における学習を充実させるための措置として、明治大

学のポータルサイト「Oh-o！Meijiシステム」等を通じた授業で使用する教材や関係資料の事前配付、「Ｅ

-learning 自主学習教育システム」、「ＬＩＣ主要法律雑誌」、「ＴＫＣ法科大学院教育研究支援システム」、

法的知識理解度確認システム「学ぶ君」等の学習支援システムの整備、オフィスアワーの設定、休祝日関

係なく利用できる自習室の整備などが講じられている。 

 集中講義については、その授業の履修に際して授業時間外の事前事後の学習に必要な時間が確保される

よう配慮されている。 

 

 本法科大学院における各年次において、学生が履修科目として登録することのできる単位数は、授業時

間外の事前事後の学習時間を十分に確保できるよう、36単位が上限とされている。 

  

以上の内容を総合し、「第３章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 優れた点及び改善を要する点等 

 特になし。 

 

３ 第３章全体の状況 

 当該章の基準のすべてを満たしており、かつ、法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らし、

総合的に判断して、相応な状況である。 

３－３－１ 法科大学院における各年次において、学生が履修科目として登録することのできる単位数は、原則として合

     計36単位が上限とされていること。 

      在学の最終年次においては、44単位が上限とされていること。 
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第４章 成績評価及び修了認定 

 

１ 評価 

第４章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

４－１－１ 学修の成果に係る評価（以下、「成績評価」という。）が、学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ

厳正なものとして行われており、次に掲げるすべての基準を満たしていること。 

（１）成績評価の基準が設定され、かつ、学生に周知されていること。 

（２）当該成績評価の基準にしたがって成績評価が行われていることを確保するための措置がとられている

こと。 

（３）成績評価の結果が、必要な関連情報とともに学生に告知されていること。 

（４）期末試験を実施する場合には、実施方法についても適切な配慮がなされていること。 

 本法科大学院においては、成績評価について、成績評価の基準の設定及び学生への周知、成績評価基準

にしたがった成績評価を確保するための措置、成績評価の結果の学生への告知、期末試験の実施における

配慮などがなされ、おおむね学生の能力及び資質を反映し得る客観的かつ厳正なものとして行われている。 

 成績評価の基準については、５段階評価とされ、複数クラス開講されている授業科目における相対評価

の母集団の捉え方について特定の方針が定められていないものの、ＧＰＡ制度の導入などの評価の在り方、

成績のランク分け及び各ランクの分布の在り方に関する方針が設定され、これらは法科大学院要項に記載

され、学生に周知されている。また、成績評価における考慮要素については、一の授業科目において出席

点の取扱い方針に対する授業担当教員の理解が不十分であるものの、期末試験、課題、中間テスト、授業

中の発言、出席状況等としており、これらは法科大学院要項及びシラバスに記載され、学生に周知されて

いる。 

 当該成績評価の基準にしたがって成績評価が行われることを確保するための措置として、成績評価につ

いて説明を希望する学生への説明の機会の提供、教員間での成績分布データの共有などがとられている。 

 成績評価の結果については、優秀答案、採点基準、成績分布データ及びＧＰＡ成績と順位との目安など

の必要な関連情報とともに学生に告知されている。 

 期末試験が実施される際には、一の授業科目の再試験において先に実施された追試験と一部同一の出題

があるものの、当該試験に係る再試験についてもおおむね厳正な成績評価が行われ、追試験については、

一定の要件に該当する学生にのみ実施され、受験者が不当に利益又は不利益を受けることのないよう配慮

されている。 

 

４－１－２ 学生が在籍する法科大学院以外の機関における履修結果をもとに、当該法科大学院における単位を認定する

場合には、当該法科大学院としての教育課程の一体性が損なわれていないこと、かつ、厳正で客観的な成績評

価が確保されていること。 

 本法科大学院においては、他の法科大学院又は大学院において履修した授業科目について修得した単位、

及び入学前に法科大学院（本法科大学院を含む。）又は大学院において履修した授業科目について修得した

単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）をもとに、本法科大学院における単位として認定するこ

とが可能とされている。この場合においては、シラバスに基づき担当教員が授業内容を精査して作成した
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厳格な審査に基づく所見をもとに、教授会での審議を経て単位を認定することとされており、本法科大学

院としての教育課程の一体性が損なわれていないとともに、厳正で客観的な成績評価が確保されている。 

 

４－１－３ 一学年を終了するに当たって履修成果が一定水準に達しない学生に対し、次学年配当の授業科目の履修を制

限する制度（以下、「進級制」という。）が原則として採用されていること。 

 本法科大学院においては、一学年を終了するに当たって履修成果が一定水準に達しない学生に対し、次

学年配当の授業科目の履修を制限する制度（進級制）が採用されており、対象学年、進級要件、進級要件

を満たさずに原級留置となった場合の再履修を要する授業科目の範囲等の取扱いなどが明確にされ、これ

らは法科大学院要項に記載され、学生に周知されている。 
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 本法科大学院の修了要件は、３年以上在籍し、93単位以上を修得することとされている。 

 この場合において、教育上有益であるとの観点から、法学未修者については、他の法科大学院又は大学

院において履修した授業科目について修得した単位、及び入学前に法科大学院（本法科大学院を含む。）又

は大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、

合計30単位を超えない範囲で、本法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことが

できるとされている。 

 本法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者（法学既修者）については、

１年を超えない範囲で本法科大学院が認める期間在学し、他の大学院等において履修した授業科目につい

４－２－１ 法科大学院の修了要件が、次に掲げるすべての基準を満たしていること。 

（１）３年（３年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標

準修業年限）以上在籍し、93単位以上を修得していること。 

この場合において、次に掲げる取扱いをすることができる。 

ア 教育上有益であるとの観点から、他の大学院（他の専攻を含む。）において履修した授業科目に

ついて修得した単位を、30 単位を超えない範囲で、当該法科大学院における授業科目の履修によ

り修得したものとみなすこと。 

なお、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分

の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。 

イ 教育上有益であるとの観点から、当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業

科目について修得した単位を、アによる単位と合わせて30単位を超えない範囲で、当該法科大学

院における授業科目の履修により修得したものとみなすこと。 

なお、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案し、１年を超えない範囲で当該法科大

学院が定める期間在学したものとみなすことができる。 

ウ 当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者（以下、「法学既

修者」という。）に関して、１年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、アとイに

よる単位と合わせて30単位（アのなお書きにより30単位を超えてみなす単位を除く。）を超えな

い範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすこと。 

（２）次のアからカまでに定める授業科目につき、それぞれアからカまでに定める単位数以上を修得してい

ること。 

ただし、３年未満の在学期間での修了を認める場合には、当該法科大学院において、アからウまでに

定める授業科目について合計18単位以上並びにエからカに定める授業科目についてそれぞれエからカに

定める単位数以上を修得していること。 

ア 公法系科目 

イ 民事系科目 

ウ 刑事系科目 

エ 法律実務基礎科目 

オ 基礎法学・隣接科目 

カ 展開・先端科目 

８単位

24単位

10単位

６単位

４単位

12単位

（３）法律基本科目以外の科目の単位を、修了要件単位数の３分の１以上修得していること。（基準２－１－

３参照。） 
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て修得した単位、及び入学前に他の大学院等において修得した単位と合わせて30単位を超えない範囲で本

法科大学院が認める単位を修得したものとみなすこととされている。 

 各科目の修了要件単位数は、法律基本科目のうち公法系科目10単位、民事系科目30単位、刑事系科目

12 単位、法律実務基礎科目６単位以上、基礎法学・隣接科目４単位以上、展開・先端科目 12 単位以上を

修得することとされている。 

 修了要件単位数全体に対する法律基本科目以外の科目に関する修了要件単位数の割合については、３分

の１以上が確保されている。 

 

４－３－１ 法科大学院が、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有する者であると認める（いわ

ゆる法学既修者として認定する）に当たっては、法律科目試験の実施、その他の教育上適切な方法が用いられ

ていること。 

 本法科大学院の法学既修者の認定については、独自の法学既修者認定試験が実施されている。 

 法学既修者認定試験の実施に当たっては、試験問題の作成を本学学部所属の教員が担当することのない

ようにするほか、採点の際の匿名性が確保されるなど、本大学出身の受験者と他大学出身の受験者との間

で、出題及び採点において公平を保つことができるような措置がとられている。 

 法学既修者認定試験は、憲法、民法、商法、刑法について論述式で実施されている。 

 法学既修者に対しては、１年間の在学期間の短縮を認め、26単位を修得したものとみなしている。この

26 単位については、１年次配当の法律基本科目のうち必修科目である 26 単位に対応しており、在学期間

の短縮は、修得したものとみなされる単位数との関係を適切に考慮したものとなっている。 

 

 以上の内容を総合し、「第４章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 優れた点及び改善を要する点等 

【改善を要する点】 

○ 成績評価において、複数クラス開講されている授業科目の相対評価の母集団の捉え方について特定の

方針が定められていないため、厳正な成績評価の観点から、相対評価を行う際の母集団の捉え方につい

て検討し、策定された方針を全教員に周知徹底する必要がある。 

○ 一の授業科目において、出席点の取扱い方針に対する授業担当教員の理解が不十分であるため、出席

点の在り方に関する認識を教員間で共有する必要がある。 

○ 一の授業科目における再試験において、追試験と一部同一の出題がなされ、追試験実施後に再試験を

実施しているため、再試験の出題及び実施の在り方について、更なる検討、改善を図る必要がある。 

 

３ 第４章全体の状況 

 当該章の基準のすべてを満たしているが、法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らし、総合

的に判断して、改善を要する状況である。 
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第５章 教育内容等の改善措置 

 

１ 評価 

 第５章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

５－１－１ 教育の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究が、組織的かつ継続的に行われていること。 

 本法科大学院においては、教育の内容及び方法の改善を図るため、「教員研究研修関係常置委員会」が設

置され、その研修及び研究が、組織的かつ継続的に行われている。 

 具体的には、「授業改善のためのアンケート」の実施、ＦＤ研修会の開催、「チームによる教育」の理念

に基づき科目単位で原則毎週実施されている意見交換、モデル授業のＤＶＤ化とＦＤ研修を通じた知見の

共有、授業相互見学の実施、修了生の意見の活用、教授会終了後に意見交換・情報提供を行うランチョン・

ミーティングなどが行われている。 

 

５－１－２ 法科大学院における実務家教員における教育上の経験の確保、及び研究者教員における実務上の知見の確保

に努めていること。 

 本法科大学院においては、実務家教員が教育上の経験を確保できるよう、科目単位で行われている意見

交換、授業相互見学、特に民法・商法の分野で開催されている研究会における研究者教員からの知見・経

験の提供などを通じて、教育上の経験を積む取組に努めている。 

 また、研究者教員が実務上の知見を確保できるよう、科目単位で行われている意見交換、授業相互見学、

特に民法・商法の分野で開催されている研究会における実務家教員から知見・経験の提供などを通じて、

担当授業科目に関する実務上の知見の補完に努めている。 

 

以上の内容を総合し、「第５章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 優れた点及び改善を要する点等 

 特になし。 

 

３ 第５章全体の状況 

 当該章の基準のすべてを満たしており、かつ、法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らし、

総合的に判断して、相応な状況である。 
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第６章 入学者選抜等 

 

１ 評価 

 第６章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

６－１－１ 公平性、開放性、多様性の確保を前提としつつ、各法科大学院の教育の理念及び目的に照らして、各法科大

学院はアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）を設定し、公表していること。 

 本法科大学院においては、入学者の適性及び能力等の評価、その他の入学者受入に係る業務を行うため

の責任ある体制として、「入試等関係常置委員会」が設置されている。 

 アドミッション・ポリシーについては、公平性、開放性、多様性の確保を前提としつつ、本法科大学院

が掲げる目的に照らして、「明治法律学校は創立以来数多くの人材を輩出し、法曹界に一大勢力を形成して

きました。日本でいち早く女性法曹の養成に取り組んだことも特筆に値します。こうした歴史と伝統に鑑

み、明治大学法科大学院では、人権を尊重し『個』を大切にする法曹の養成を教育目標に掲げています。

複雑化した現代社会では、個々人の人間的な軋轢から生ずる紛争もあれば、社会構造の歪みに由来する不

正義もあります。こうした中で求められるのは、冷静な分析力と社会変革の熱意を秘めた専門法曹です。

そのためにクールな頭脳と温かいハートを備えた人材を数多く受け入れ、将来の日本を支える法曹となり

得るよう育成したいと考えています。そこで入学選抜においては、何よりも正義感にあふれ、批判的精神

をもって社会を見つめ、生きものとしての法と格闘する人材を求めています。いわゆる偏差値入試に堕す

ることのないよう、多角的な視点から多様な資質を評価していきます。」として設定し、ウェブサイト及び

パンフレットを通じて公表されている。 

 また、入学志願者に対しては、本法科大学院の目的、アドミッション・ポリシー、入学者選抜の方法等

が、法科大学院説明会、法科大学院進学相談会、ウェブサイト、パンフレット及び入学試験要項を通じて

事前に周知されている。 

 

６－１－２ 入学者選抜が各法科大学院のアドミッション・ポリシーに基づいて行われていること。 

 本法科大学院においては、入学者選抜について、法学未修者、法学既修者を対象に、それぞれ第１次選

考、第２次選考を課す方式によって実施され、アドミッション・ポリシーに基づいて行われている。 

 

６－１－３ 法科大学院の入学資格を有するすべての志願者に対して、各法科大学院のアドミッション・ポリシーに照ら

して、入学者選抜を受ける公正な機会が等しく確保されていること。 

 本法科大学院においては、入学資格を有するすべての志願者に対して、本大学出身者に対する優先枠を

設けるなどの優遇措置が講じられていないとともに、入学者選抜における選考方法、過去の入試状況（合

格者数、出身大学・学部、法律科目試験問題、小論文試験問題等）が公表されているなど、アドミッショ

ン・ポリシーに照らして、入学者選抜を受ける公正な機会が等しく確保されている。 

 

６－１－４ 入学者選抜に当たっては、法科大学院において教育を受けるために必要な入学者の適性及び能力等が適確か

つ客観的に評価されていること。 

 本法科大学院においては、入学者選抜に当たって、独立行政法人大学入試センターが行う法科大学院適
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性試験又は財団法人日弁連法務研究財団が行う法科大学院統一適性試験を用いて、履修の前提として要求

される判断力、思考力、分析力、表現力等が適確かつ客観的に評価されており、第１次選考において、適

性試験の成績を含む書類審査、法学未修者に関しては小論文試験、法学既修者に関しては法律科目試験を

行い、第２次選抜において、面接試験を課すことにより、本法科大学院において教育を受けるために必要

な入学者の適性及び能力等が適確かつ客観的に評価されている。 

 

６－１－５ 入学者選抜に当たって、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めていること。 

 本法科大学院においては、入学者選抜に当たって、多様な知識又は経験を有する者を入学させるために、

志願者調書及び各種添付書類（各種資格・能力、合格実績・成績を証明する書類を含む。）による書類審査、

面接試験によって、大学等の在学者については、学業成績のほか、多様な学識及び課外活動等の実績を、

また、社会人等については、多様な実務経験及び社会経験等を適切に評価できるよう努めている。 

 入学者について、法学関係以外の学部出身者又は実務等の経験を有する者の割合は、平成 16 年度は約

71％、平成17年度は約52％、平成18年度は約56％、平成19年度は約46％、平成20年度は約44％であ

り、いずれも３割以上確保されている。 

 

６－２－１ 法科大学院の在籍者数については、収容定員を上回る状態が恒常的なものとならないよう配慮されているこ

と。 

 本法科大学院においては、収容定員600人に対し、平成20年度の在籍者数は517人であり、在籍者数に

ついて妥当な状態である。 

 

６－２－２ 入学者受入において、所定の入学定員と乖離しないよう努めていること。 

 本法科大学院における入学者受入においては、入学辞退者数を見込んだ合格者数が決定されており、入

学者数がほぼ入学定員と一致している状況にあり、所定の入学定員と乖離しないよう努めている。 

 

以上の内容を総合し、「第６章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 優れた点及び改善を要する点等 

【特記すべき事項】 

○ 入学者に占める法学関係以外の学部出身者又は実務等の経験を有する者の割合が、平成 16 年度は約

71％、平成17年度は約52％、平成18年度は約56％、平成19年度は約46％、平成20年度は約44％と

いずれも高率を示している。 

 

３ 第６章全体の状況 

 当該章の基準のすべてを満たしており、かつ、法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らし、

総合的に判断して、相応な状況である。 
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第７章 学生の支援体制 

 

１ 評価 

 第７章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

７－１－１ 学生が在学期間中に法科大学院の課程の履修に専念できるよう、また、教育課程上の成果を上げるために、

各法科大学院の目的に照らして、履修指導の体制が十分にとられていること。 

 本法科大学院においては、学生が在学期間中に課程の履修に専念できるよう、また、教育課程上の成果

を上げるために、本法科大学院の目的に照らして、入学から修了までの間、教育補助講師制度、オフィス

アワーの設定によって、適切な履修指導ができる体制が整備されているほか、入学者に対して、学期開始

当初から学習が適切に行われるよう、入学前に事前指導を行うとともに、入学後においても新入生ガイダ

ンスにおいて、本法科大学院の目的、カリキュラム、履修モデル、単位修得方法等が説明されるなど、履

修指導の体制が十分にとられている。 

 特に、法学未修者に対しては、１年次に配当される法律基本科目の学修が適切に行われるよう、法学未

修者を対象とした入学前の科目別ガイダンスの実施、教育補助講師制度、オフィスアワーの設定など、履

修指導において特段の配慮がなされている。 

 また、法学既修者に対しては、法学既修者の認定の方法に応じた理論教育と実務教育との架橋を図るた

めの履修指導として、新入生ガイダンスにおける実務家による講演会の開催や理論教育と実務教育との架

橋を考慮した履修モデルの提示、教育補助講師制度、オフィスアワーの設定などが行われている。 

 

７－１－２ 各法科大学院の目的及び教育課程上の成果を実現する上で、教員と学生とのコミュニケーションを十分に図

ることができるよう、学習相談、助言体制の整備がなされていること。 

 本法科大学院においては、目的及び教育課程上の成果を実現する上で、教員と学生とのコミュニケーシ

ョンを十分に図ることができるよう、オフィスアワーが設定され、教室、演習室、ラウンジにおいて、学

習相談や助言が行われている。なお、オフィスアワーの日時、場所、予約方法等は、一覧表等の掲示によ

り事前周知が図られている。 

 また、学生の意見を汲み上げるため、修了生との意見交換会の開催、「学生の意見を聴く会」の開催、「教

育に関するアンケート」を実施するなど、多様な学習相談、助言体制が整備されている。 

 

７－１－３ 各種の教育補助者による学習支援体制の整備に努めていること。 

 本法科大学院においては、教育補助講師が配置されており、学習支援体制が整備されている。 

 

７－２－１ 学生が在学期間中に法科大学院の課程の履修に専念できるよう、学生の経済的支援及び修学や学生生活に関

する相談・助言、支援体制の整備に努めていること。 

 本法科大学院においては、学生の経済的支援について、独立行政法人日本学生支援機構からの奨学金に

関する情報の提供がなされるとともに、学術奨励を目的とする大学独自の奨学金制度、校友会からの寄付

金をもって設定される奨学金制度及び学費の延納・減免に関する制度が整備されている。 

 修学や学生生活については、「学生指導関係常置委員会」が、健康相談、生活相談、各種ハラスメント相
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談を担当している。また、全学的に、学内診療所において、診療、健康診断、健康相談が行われるととも

に、学生相談室において大学生活への適応援助が行われている。さらに、キャンパス・ハラスメントに対

しては全学の「キャンパス・ハラスメント対策委員会」が対応に当たり、多数の相談受付窓口を開設する

など、必要な相談・助言体制が整備されている。 

 

７－３－１ 身体に障害のある者に対しても、受験の機会を確保するとともに、身体に障害のある学生について、施設及

び設備の充実を含めて、学習や生活上の支援体制の整備に努めていること。 

 本法科大学院においては、身体に障害のある入学志願者に対して、入学試験要項を通じて事前相談に係

る内容が告知されており、入学者選抜において、等しく受験の機会が確保され、障害の種類や程度に応じ

た措置や対応をとるよう努めている。 

 身体に障害のある学生の修学のために必要な基本的な施設及び設備として、全館がバリアフリーになっ

ており、エレベーター、多目的トイレ、点字ブロック等の設置、身障者用の駐車スペースの確保など整備

充足に努めている。 

 身体に障害のある学生に対しては、対象となる学生が入学した際には、修学上必要な支援、措置を講じ

る予定であり、相当な配慮に努めている。 

 

７－４－１ 学生支援の一環として、学生がその能力及び適性、志望に応じて、主体的に進路を選択できるように、必要

な情報の収集・管理・提供、ガイダンス、指導、助言に努めていること。 

 本法科大学院においては、学生支援の一環として、学生がその能力及び適性、志望に応じて、主体的に

進路を選択できるよう、実務家教員などを中心とした教員が、学生からの個別相談に応じるとともに、文

部科学省「専門職大学院等教育推進プログラム」に選定された取組「全国法曹キャリア支援プラットフォ

ーム」（13 大学共同プロジェクト）において就職支援サイト「ジュリナビ」を構築するなど、学生の職業

支援に努めている。 

 

以上の内容を総合し、「第７章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 優れた点及び改善を要する点等 

【優れた点】 

○ 身体に障害のある学生に対する修学のための措置として、全館バリアフリーになっている。 

 

【特記すべき事項】 

○ 文部科学省の「専門職大学院等教育推進プログラム」に選定された取組「全国法曹キャリア支援プラ

ットフォーム」（13大学共同プロジェクト）の幹事校として、就職支援サイト「ジュリナビ」を構築し、

学生の就職支援を行っている。 

 

３ 第７章全体の状況 

 当該章の基準のすべてを満たしており、かつ、法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らし、

総合的に判断して、相応な状況である。 
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第８章 教員組織 

 

１ 評価 

 第８章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

８－１－１ 研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員が置かれていること。 

 本法科大学院においては、２授業科目について、教育研究業績等との適合性が認められない専任教員が

いるものの、教員組織について、学生数の規模に応じ、法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣

接科目、展開・先端科目のそれぞれに専任教員が配置されるなど、教育上必要な教員が配置されている。 

 また、教員の担当する専門分野について、教育上又は研究上の業績、理論と実務を架橋する法学専門教

育を行うために必要な高度の教育上の指導能力を有していることを示す資料が、ウェブサイトの「教員紹

介」を通じて学内外に開示されている。 

 

８－１－２ 基準８－１－１に規定する教員のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し

高度の教育上の指導能力があると認められる者が、専任教員として専攻ごとに置かれていること。 

（１）専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者 

（２）専攻分野について、高度の技術・技能を有する者 

（３）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

 本法科大学院においては、２授業科目について、教育研究業績等との適合性が認められない専任教員が

いるものの、専攻分野について、教育上・研究上の業績を有する者、又は特に優れた知識及び経験を有す

る者で、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者が、専任教員

として配置されている。 

 また、その専門の知識経験を生かした学外での公的活動や社会貢献活動に関する情報が、ウェブサイト

の「教員紹介」を通じて学内外に開示されている。 

 

８－１－３ 教員の採用及び昇任に関し、教員の教育上の指導能力等を適切に評価するための体制が整備されていること。

 本法科大学院においては、専任教員の採用及び昇任に関して、「人事関係常置委員会」に「審査委員会」

を設置し、候補者の資格、適性、担当授業科目との適合性、教育能力、業績等について審査し、教授会で

審議・決定する方法がとられている。 

 また、兼担教員及び兼任教員の採用に関しても、教授会において審議・決定する方法がとられており、

本法科大学院における教育を担当するにふさわしい教育上の指導能力等を適切に評価するための体制が整

備されている。 
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 本法科大学院においては、専任教員数について、専門職大学院設置基準において、専任教員40人、その

うち半数以上が原則として教授であることが求められているところ、現員数については、本法科大学院の

目的を実現するため、基準で必要とされる数を超えて専任教員が配置されているとともに、法律基本科目

（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法）については、いずれも当該科目を適切

に指導できる専任教員が配置されている。 

 

８－２－２ 専任教員の科目別配置等のバランスが適正であること。 

 本法科大学院においては、専任教員の科目別配置等について、法律基本科目だけでなく、法律実務基礎

科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目のそれぞれに一定数の専任教員が配置されており、年齢構成

についても著しい偏りがなく、30歳代から70歳代までバランスがとれている。 

 

８－３－１ 基準８－２－１に規定する専任教員の数のおおむね２割以上は、専攻分野におけるおおむね５年以上の実務

の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者であること。 

 本法科大学院においては、実務経験と高度な実務能力を有する教員について、専門職大学院設置基準で

必要とされる数を超える人数の専任教員がその実務経験に関連した授業科目を担当するよう配置され、全

員10年以上の実務経験を有する者である。このうち、みなし専任教員については、１年につき６単位以上

の授業科目を担当し、かつ、教授会の構成員であり、教育課程の編成その他の本法科大学院の組織運営に

ついて責任を担う者である。 

 

８－３－２ 基準８－３－１に規定する実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する専任教員の少なくとも３分

の２は、法曹としての実務の経験を有する者であること。 

 本法科大学院においては、配置されている実務家専任教員（みなし専任教員を含む。）のうち、専門職大

学院設置基準で必要とされる数の３分の２以上が法曹としての実務の経験を有する者である。 

 

８－４－１ 各法科大学院における教育上主要と認められる授業科目については、原則として、専任教員が配置されてい

ること。 

 本法科大学院においては、教育上主要と認められる授業科目は、法律基本科目の中の必修科目、法律実

務基礎科目の中の必修科目「法曹倫理」、「事実と証明Ⅰ（民事）」、「事実と証明Ⅱ（刑事）」、展開・先端科

目の中の企業法務、知的財産、ジェンダー、環境、医事生命倫理、倒産法、経済法及び労働法の分野に関

する授業科目であり、そのうち必修科目の授業は、約９割が専任教員によって担当されている。 

 

８－５－１ 法科大学院の教員の授業負担は、年度ごとに、適正な範囲内にとどめられていること。 

 本法科大学院においては、教員の授業負担について、年間20単位を超える専任教員が24人いるものの、

８－２－１ 法科大学院には、専攻ごとに、平成11年文部省告示第175号の別表第一及び別表第二に定める修士課程を担

当する研究指導教員の数の1.5倍の数（小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。）に、同告示の第

２号、別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を置くと

ともに、同告示の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員１人当たりの学生の収容定員に４分の３を

乗じて算出される収容定員の数（小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。）につき１人の専任教員

が置かれていること。 
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他の専任教員は20単位以下となっており、適正な範囲内にとどめられている。 

 

８－５－２ 法科大学院の専任教員には、その教育上、研究上及び管理運営上の業績に応じて、数年ごとに相当の研究専

念期間が与えられるよう努めていること。 

 本法科大学院においては、専任教員に対して、研究活動を促進し、教育・研究水準の向上を図ることを

目的として、教育上、研究上及び管理運営上の業績に応じて、相当の研究専念期間が与えられている。 

 

８－５－３ 法科大学院の専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するため、必要な資質及び能力を有する職員が適切

に置かれていること。 

 本法科大学院においては、専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するため、授業の準備、データ入

力作業等を行うティーチング・アシスタント、専門図書・資料の整理等を行うリサーチ・アシスタント、

授業補助、教材作成補助、レポート添削補助、学生の自主学習相談指導等を行う教育補助講師などが配置

されている。 

 

以上の内容を総合し、「第８章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 優れた点及び改善を要する点等 

【優れた点】 

○ 専任教員について、その専門の知識経験を生かした学外での公的活動や社会貢献活動が、ウェブサイ

トの「教員紹介」を通じて学内外に開示されている。 

○ 教育上主要な科目については、原則として専任教員が担当するものとしつつ、研究専念期間を確保す

る制度が実現している。 

 

【改善を要する点】 

○ 担当教員の教育研究業績等との適合性が認められなかった２授業科目について、適切な教員を配置す

る必要がある。 

 

【特記すべき事項】 

○ 専任教員の年齢構成のバランスがとれている。 

 

３ 第８章全体の状況 

 当該章の基準のすべてを満たしており、かつ、法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らし、

総合的に判断して、相応な状況である。 
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第９章 管理運営等 

 

１ 評価 

 第９章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

９－１－１ 法科大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい独自の運営の仕組みを有していること。

 本法科大学院においては、教育活動等を適切に実施するために独自の仕組みを有しており、専任の長で

ある法科大学院長が置かれている。 

 本法科大学院の運営に関する重要事項を審議する組織として、教授会が置かれている。当該教授会は、

専任教員（みなし専任教員を含む。）により構成されており、本法科大学院の教育課程、教育方法、成績評

価、修了認定、入学者選抜及び教員の人事その他運営に関する重要事項について、審議・決定することと

されている。 

 

９－１－２ 法科大学院の管理運営を行うために適切な事務体制が整備され、職員が適切に置かれていること。 

 本法科大学院においては、管理運営を行うために、「専門職大学院グループ」が組織され、教務、入試、

法科大学院関連施設の利用・管理、広報、庶務等に関する事務を担当する職員が配置されている。 

 また、各種研修の実施により、職員研修の活発化に努め、職員の能力の向上を図るよう努めている。 

 

９－１－３ 法科大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい十分な財政的基礎を有していること。 

 本法科大学院においては、教育活動等を実施するために、設置者により十分な経費が負担されており、

本法科大学院の教育活動等の維持及び向上を図るために使用することができるよう配慮され、教育活動等

を実施するにふさわしい十分な財政的基礎を有している。 

 また、教育・研究年度計画書の作成に当たり、学長、副学長、教務理事、学務理事等によるヒアリング

が行われており、設置者が本法科大学院の運営に係る財政上の事項について意見を聴取する機会が設けら

れている。 

 

９－２－１ 法科大学院の教育水準の維持向上を図り、当該法科大学院の目的及び社会的使命を達成するため、当該法科

大学院における教育活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表していること。 

 本法科大学院においては、教育水準の維持向上を図り、目的及び社会的使命を達成するための教育活動

等の状況についての自己点検及び評価を行う独自の組織として「自己点検・評価委員会」が設置され、自

ら点検及び評価を行い、その結果は、「自己点検・評価報告書」としてウェブサイトを通じて公表されてい

る。 

 

９－２－２ 自己点検及び評価を行うに当たっては、その趣旨に則し適切な項目を設定するとともに、適当な実施体制が

整えられていること。 

 本法科大学院においては、自己点検及び評価を行うに当たって、独自の組織として「自己点検・評価委

員会」が設置され、項目として「教育目的」、「教育内容」、「教育方法」、「成績評価及び修了認定」、「教育

内容等の改善措置」、「入学者選抜等」、「学生の支援体制」、「教員組織」、「管理運営等」、「施設、設備及び
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図書館等」が設定されている。 

 

９－２－３ 自己点検及び評価の結果を当該法科大学院の教育活動等の改善に活用するために、適当な体制が整えられて

いること。 

 本法科大学院においては、自己点検及び評価の結果を教育活動等の改善に活用するために、案件の内容

に応じて各常置委員会で議論し、その結果を教授会で審議・決定する体制が整備されている。 

 

９－２－４ 自己点検及び評価の結果について、当該法科大学院を置く大学の職員以外の者による検証を行うよう努めて

いること。 

 本法科大学院においては、自己点検及び評価の結果について、法律実務に従事し、法科大学院の教育に

関し広くかつ高い識見を有する者を含む本大学職員以外の者による検証が行われている。 

 

９－３－１ 法科大学院における教育活動等の状況について、印刷物の刊行及びウェブサイトへの掲載等、広く社会に周

知を図ることができる方法によって、積極的に情報が提供されていること。 

 本法科大学院における教育活動等の状況については、進学説明会の開催、ウェブサイトへの掲載、パン

フレット等の印刷物の刊行など、広く社会に周知を図ることができる方法によって、積極的に情報が提供

されている。 

 

９－３－２ 法科大学院の教育活動等に関する重要事項を記載した文書を、毎年度、公表していること。 

 本法科大学院においては、教育活動等に関する重要事項について、ウェブサイト、入学試験要項、パン

フレット等を通じて、毎年度、公表されている。 

 

９－４－１ 評価の基礎となる情報について、適宜、調査及び収集を行い、適切な方法で保管されていること。 

 本法科大学院においては、評価の基礎となる情報の一部について、提出に時間を要したものがあり、ま

た一部の授業科目において、採点の方針又は成績評価における各考慮要素の採点結果が適切な方法で保管

されていないものの、評価の基礎となる情報は、法科大学院長の指示に基づき、専門職大学院事務長の責

任のもと、「専門職大学院グループ」（法科大学院担当）により収集され、耐火金庫及び学内保管スペース

に保管することとされている。また、評価の際に用いた情報については、評価を受けた年から５年間保管

することとされている。 

 

以上の内容を総合し、「第９章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 優れた点及び改善を要する点等 

【改善を要する点】 

○ 一部の授業科目において採点の方針又は成績評価における各考慮要素の採点結果が適切な方法で保管

されていないため、評価の基礎となる情報については、すべての授業科目について適切な方法で保管す

る必要がある。 
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【特記すべき事項】 

○ 評価の基礎となる情報の一部について、提出に時間を要したものがあることから、評価機関の求めに

応じて、すみやかに提出できるよう、評価の基礎となる情報の保管方法及び業務体制の整備に努めるこ

と。 

 

３ 第９章全体の状況 

 当該章の基準のすべてを満たしており、かつ、法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らし、

総合的に判断して、相応な状況である。 
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第10章 施設、設備及び図書館等 

 

１ 評価 

 第10章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

10－１－１ 法科大学院には、その規模に応じ、教員による教育及び研究並びに学生の学習その他当該法科大学院の運営

に必要十分な種類、規模、質及び数の教室、演習室、実習室、自習室、図書館、教員室、事務室その他の施設

が備えられていること。これらの施設は、当面の教育計画に対応するとともに、その後の発展の可能性にも配

慮されていること。 

 本法科大学院においては、教員による教育及び研究並びに学生の学習その他本法科大学院の運営に必要

十分な種類、規模、質及び数の教室、演習室、自習室、図書館、教員室、事務室等の施設が整備されてい

る。教室、演習室、中央図書館については本法科大学院が専用とする施設ではないが、教育研究等に支障

なく使用されている。 

 教室及び演習室については、提供される授業を支障なく実施することができるよう整備されている。 

 教員室については、専任教員にはそれぞれ１室が整備されており、非常勤教員には勤務時間に応じて授

業等の準備を十分かつ適切に行うことのできる講師控室が整備されている。 

 教員が学生と面談することのできる施設については、各教員の研究室のほか、教室、演習室、ラウンジ

が整備されており、スペースが確保されている。 

 事務室については、すべての事務職員が支障なく職務を行えるだけのスペースが確保されている。 

 学生の自習室については、本法科大学院専用であり、学生総数に対して、支障なく利用できる数の自習

机が配置されるとともに、休祝日関係なく午前７時から午後11時まで使用できるなど、十分なスペースと

利用時間が確保されている。また、自習机からパソコンを使用して大学全体の蔵書を検索することが可能

であるほか、自習室と中央図書館及びローライブラリーの距離が近いことなど、自習室と中央図書館及び

ローライブラリーとの有機的連携が確保されている。 

 

10－２－１ 法科大学院の各施設には、教員による教育及び研究並びに学生の学習その他の業務を効果的に実施するため

に必要で、かつ、技術の発展に対応した設備及び機器が整備されていること。 

 本法科大学院においては、教員による教育及び研究並びに学生の学習その他の業務を効果的に実施する

ために必要な設備及び機器、かつ、技術の発展に対応した設備及び機器として、教室にはプロジェクタ、

ＯＨＣ、ＤＶＤデッキ、ビデオデッキ等が、法廷教室にはＤＶＤ／ＨＤＤレコーダー、カメラ、ＯＨＣ等

が配備されている。また、教室、演習室、自習室、ラウンジには情報コンセントが整備されている。 

 さらに、ソフトウェアの面では、学生にＩＤ・パスワードを付与し、自習室等から「ＬＩＣ主要法律雑

誌」、「ＴＫＣ法科大学院教育研究支援システム」等を利用できる環境が整備されている。 

 

10－３－１ 法科大学院には、その規模に応じ、教員による教育及び研究並びに学生の学習を支援し、かつ促進するため

に必要な規模及び内容の図書館が整備されていること。 

 本法科大学院においては、教員による教育及び研究並びに学生の学習を支援し、かつ促進するために必

要な規模及び内容の図書館として、中央図書館及びローライブラリーが整備されている。 
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 中央図書館は本法科大学院が専用とする施設ではないが、本法科大学院が管理運営に参画しており、教

育及び研究その他の業務に支障なく使用されている。 

 ローライブラリーには、司書の資格を有し、法情報調査に関する基本的素養を備えた専門的な能力を有

する職員が配置され、図書及び資料を活用して、教員による教育及び研究並びに学生の学習を支援するた

めに必要な体制が整備されている。 

 中央図書館及びローライブラリーには、教員による教育及び研究並びに学生の学習を支援するために必

要な図書及び資料が備えられている。 

 中央図書館及びローライブラリーの所蔵する図書及び資料については、図書館利用規程を定めるととも

に、無断貸出を防止する機器により管理されているほか、学生の希望を聴取しながら図書の購入に努める

など、管理及び維持に努めている。 

 また、教員による教育及び研究並びに学生の学習が十分な効果を上げるために必要で、かつ、技術の発

展に対応した設備及び機器として、図書及び資料検索用パソコン、貸出用パソコン、プリンタ、テレビ、

ビデオデッキ及び複写機等が整備されている。 

 

以上の内容を総合し、「第10章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 優れた点及び改善を要する点等 

【優れた点】 

○ 自習室については、学生総数と同数以上の自習机が整備され、十分なスペースが確保されている。 

○ 自習机からパソコンを使用して大学全体の蔵書を検索することが可能であるほか、自習室と中央図書

館及びローライブラリーの距離が近いことなど、自習室と中央図書館及びローライブラリーとの有機的

連携が確保されている。 

○ ローライブラリーに司書の資格及び法情報調査に関する基本的素養を備えた職員が配置されている。 

 

３ 第10章全体の状況 

 当該章の基準のすべてを満たしており、かつ、法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らし、

総合的に判断して、相応な状況である。 
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ⅰ 現況及び特徴（対象法科大学院から提出された自己評価書から転載） 

 

１ 現況  

（１）法科大学院（研究科・専攻）名  

  明治大学大学院法務研究科法務専攻 

（２）所在地 

   東京都千代田区 

（３）学生数及び教員数（平成20年５月１日現在） 

 学生数：517名 

   教員数：専任43名（うち実務家教員13名） 

 

２ 特徴  

（１）沿革と理念 
明治大学は，現在（2008 年 5 月 1 日），法学部をは

じめとする 9 学部，法科大学院を含む 11 大学院研究科

を擁するわが国有数の総合大学である。その発祥は，明

治 14 年（1881 年）に，創立された明治法律学校に遡

り，「権利自由」「独立自治」を建学の精神としている。

この建学の精神の下，創立以来 120 有余年，質実剛健，

新しい知の創造，時代の要請をモットーとし，それに応

える人材の育成に努め，すでに 40 万人を超える卒業生

を社会に送り出し，わが国の発展に大きく貢献してきた。 
 明治大学は，その発祥の由来からして，法学教育にと

くに力を入れ，現在でいう司法試験に全国で一，二を争

う数の合格者を輩出し続け，明治・大正・昭和戦前期の

法曹界において，明治大学出身法曹は一大勢力を形成し

ていた。この伝統の一端は，今日にも引き継がれている。 
特筆すべきは，明治大学が女性法曹育成のパイオニア

であることである。昭和初期に女子部（旧女子短期大学

の前身）を創設し，ここから多くの著名な女性法曹を生

み出し，女性の社会進出や活動領域の拡大に大きく貢献

してきた。 
本法科大学院は，このような明治法律学校以来の伝統

を承継しつつ，司法制度改革審議会の意見書（2001
年）の構想に忠実に，司法試験および司法研修制度と有

機的に連携した「プロセスとしての法曹養成制度」の中

核として，2004 年 4 月に開設された。 
本法科大学院の理念は，建学の精神である「権利自

由」，「独立自治」を掲げつつ，21 世紀の日本社会を

担うにふさわしい法曹の養成を目指している。すなわち，

幅広い教養，豊かな人間性および高い倫理観を備え，法

律問題の解決に当たっては，深い専門的知識に基づく柔

軟で創造的な思考によって妥当な解決を導くことができ

る法曹である。 
（２）特徴 
本法科大学院は，東京都千代田区に校舎を持つ都心型

大学であり，一学年の入学定員を 200 名とする大規模

校である（2008 年５月１日現在の学生数は 517 名）。

入学定員のうち 100 名を「未修者コース」（３年修

了）， 100 名を「既修者コース」（２年修了）に当て

ている。この区分を厳格に守り，丁寧な入学試験を行っ

ているのは，多様なバックグランドを持つ優秀な人材を

数多く法曹界に送りたいと願うからである。 
カリキュラムの点では，実定法科目を中心とすること

は当然のことながら，学生の視野を広げるために基礎法

学（法哲学，法史学，法社会学，比較法）や隣接分野

（政治，経済，公共政策，立法）についても多くの科目

を配置し，さらに，法曹倫理，模擬裁判，法曹実務演習

などの科目によって，法曹としての心構えを修得させる

ようにしている。また，21 世紀の法曹は専門分野に強

くなければならないとの考えから，企業法務，知的財産，

ジェンダー，環境，医事生命倫理の５分野を特に重視し，

重点的な科目配置をし，学生にもこれらの分野を重視し

た履修イメージを提示している。 
教授陣に多彩な人材を擁していることも，本法科大学

院の特徴である。まず専任および特任教員には，その分

野の一流の研究者と経験豊かな実務家が名を連ねている。

実務家教員としては，弁護士（裁判官，検察官出身者を

含む）のほか，創設以来，現職の裁判官・検察官・行政

官をいわゆる派遣法に基づく教員として受け入れてきた。 
教育方法について言えば，これらの教員が，科目によ

って多少の差異はあるものの，研究者教員と実務家教員

との密接な連携と周到な準備の下に，科目ごとの「チー

ムによる教育」を目指している。学生は，講義形式の授

業は原則として 50 人，演習形式では約 20 人ずつのク

ラスに編成されて授業を受講する。一般的にいえば，授

業を担当する教員もこれに参加する学生もきわめて熱心

である。教員が教壇から発する熱気と学生から教壇に向

かって押し寄せる熱気とが渦巻き，教室は張りつめた緊

張感に満たされている，というのが，本法科大学院を視

察した多くの方の指摘するところである。教員と学生と

の間には，日常的に濃密な学問的人間関係が形成されて

いる。 
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ⅱ 目的（対象法科大学院から提出された自己評価書から転載） 

 
１ 本法科大学院の目的 

本法科大学院学則第第２条は，「明治大学法科大学院は，法曹としてふさわしい豊かな人間性と高い倫理観お

よび創造的な思考力を涵養するとともに，幅広い教養と専門的な法知識を教授し，並びに法的諸問題を解決する

ための能力向上に必要な実践的教育を施すことにより，社会的，国際的に活躍し得る優れた資質と能力を有する

法曹を育成することを目的とする。」と謳っている。 
 この目的は，明治法律学校の建学の精神に立ち返り，21 世紀の法曹は「豊かな人間性」，「高い倫理観」お

よび「幅広い教養」を備えた，人間としても真に優れた法曹であるとともに，「専門的法知識」と「創造的な思

考力」によって，単に社会に生起する諸問題の法的側面を切り取って，それについての専門的意見を述べるだけ

（legal opinion teller）でなく，法的側面を含めてその問題全体を検討し，妥当な解決を導く者（all-purpose 
problem solver）でなければならない，との本法科大学院の設立の理念に基づくものである。 
２ 養成しようとする法曹像 

本法科大学院が養成しようとしている法曹像は，上述した意味での「21 世紀の日本社会を担う法曹」である。

本法科大学院では，学生が理解しやすいようにやや具体的に「養成したい法曹イメージ」を五つのパターンで示

している。すなわち，「人権を尊重し『個』を大切にする法曹」，「批判的精神をもって社会秩序を探求し，人

類発展に貢献する法曹」，「男女共同参画社会の形成に貢献する法曹」，「専門分野に強い法曹」，「アジア諸

国において活躍する法曹」である。 
（１）「人権を尊重し『個』を大切にする法曹」 

明治大学の建学の精神である「権利自由」，「独立自治」は，そのまま現在にも通用する理念である。本法科

大学院は，社会全体の利益の名において構成員である個人一人ひとりの基本的人権やその多様な個性が犠牲にさ

れ，無視されることにないように，これを尊重する法曹を育成したい。 
（２）「批判的精神をもって社会秩序を探求し，人類発展に貢献する法曹」 

日本は，明治維新後僅かな期間に急速に近代化を果たしたが，その挙げ句に無謀な第二次大戦に突入し，この

歴史の回転を法曹といえども阻止することができなかった。その深刻な過去の反省に立って，本法科大学院は，

いかなる権力に対しても常に批判的精神を持しつつあるべき社会秩序の樹立を求め，人類の発展という導きの星

に向かって歩み続ける法曹を育成したい。 
（３）「男女共同参画社会の形成に貢献する法曹」 

明治大学は，女性法曹を数多く世に送り出した伝統と実績を持つ。しかし，現在の日本が完全に男女の平等が

実現し，女性が社会において男性と完全に平等な地位と権利を享受しているかといえば，そうではない。本法科

大学院は，この現実を直視し，女性か男性かを問わず法曹として，社会のあらゆる面で男女の実質的平等が実現

し，社会が要請する活動に男女が共同して参画できる社会を実現するように努力する法曹を育成したい。 
（４）「専門分野に強い法曹」 

21 世紀は，より高度な専門性が問われる時代である。そこで，本法科大学院は，法律のあらゆる分野につい

て広く浅い知識を持つオールラウンド型の法曹（generalist）ではなく，本法科大学院がその歴史と現在の状況

からとくに重視する「企業法務」，「知的財産」，「環境」，「ジェンダー」，「医事生命倫理」の５分野の一

つまたは二つについて深い知識を有し，その分野で活躍できる専門法曹（specialist）を育成したい。 
（５）「アジア諸国において活躍する法曹」 

法律家の使命は，国境を越えて広く世界の法律家と連携して正義と平和の実現に貢献することである。本法科

大学院は，日本が置かれている歴史的・地理的・文化的状況から，まず近隣アジア諸国との緊密な信頼関係を築

くことに貢献し，その基盤に立って活躍する法曹を養成したい。  
３ 理念・目的の公表・周知 
 本法科大学院では，上述した本法科大学院の理念や目的を，印刷物・ウェブサイト等を用いて対外的にも対内

的にも広く公表し，教職員・学生・受験生に広く周知させている。とくに新入生についてはガイダンス等を通じ

て周知徹底を図っている。 
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ⅲ 自己評価書等 
 
 対象法科大学院を置く大学から提出された自己評価書本文及び自己評価書の別添として提出された資料一

覧については、機構ウェブサイト（評価事業）に掲載しておりますのでご参照下さい。 
 

 

 

 

 

 

機構ホームページ  http://www.niad.ac.jp/ 

 

  自己評価書等    http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou200903/ 

houka/jiko_meiji_h200903.pdf 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


